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山形県下水道協会 

排水設備工事責任技術者に関する細則 
 
 

第１章 総   則 
 

（趣   旨） 

第１条 この細則は、山形県下水道協会（以下「協会」という。）が認定する排水設備工事責任技術者（の

登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（用語の意義） 

第２条 この細則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 条例等 協会に加入している市町村又は一部事務組合（以下「市町村等」という。）ごとに定

められる下水道事業に関する条例・規則等をいう。 

(２) 排水設備工事 下水道法（昭和33年法律第79号）第10条第１項に規定する排水設備（屋内の排

水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。）の工

事をいう。 

(３) 排水設備工事責任技術者 市町村等の長が、条例等に基づき排水設備工事の設計、施工等に関

し技能を有するものとして認める者（以下「責任技術者」という。）をいう。 

(４) 指定工事店 市町村等の長が、条例等に基づき排水設備工事の施工を認め、指定した下水道排

水設備工事業者をいう。 

 

 

（責任技術者の資格） 

第３条 この細則に基づく責任技術者は、市町村等において責任技術者となる資格を有するものとする。 

 ただし、当該市町村等において特別の要件を定める場合は、当該要件を満たさなければならない。 

 

 

第２章 責任技術者の試験 

 
（試   験） 

第４条 協会は、責任技術者の技能の認定を行うため、排水設備工事責任技術者試験（以下「試験」と

いう。）を行うものとする。 

２ 試験は、筆記試験とし、次の各号に掲げる科目について行うものとする。 

 (１) 下水道の一般知識に関すること。 

(２) 排水設備の法律的知識に関すること。 

(３) 排水設備の設計（設計監理を含む。）、施工（施工監理を含む。）及び維持管理の技術的知識に

関すること。 

(４) 排水設備の新設、増設、改築及び撤去工事に係る事務手続きに関すること。 
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３ 試験は、受験者の利便等を考慮して、県内を適切に分割し、当該分割に応じた試験の会場を設けて

行うものとする。 

 

 

（試験の回数及び実施期日） 

第５条 協会の長（以下「会長」という。）は、２年に１回、試験を実施するものとする。ただし、当分

の間、毎年１回実施するものとする。 

２ 試験は、毎回11月の第３日曜日に、各会場一斉に実施するものとする。ただし、この日に実施でき

ない場合は、11月の他の日に実施するものとする。 

 

 

（試験の受験資格） 

第６条 試験を受験できる者は、試験の実施日において、年齢が満20歳以上で、かつ、次の各号の一に

該当する者とする。 

(１) 学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校又は旧中学校令（昭和18年勅令第36号）に

よる中等学校以上の学校（以下「高等学校」という。）の土木工学科、土木科、農業土木科、農業

工学科、建築科、建築工学科、設備工学科及び衛生工学科又はこれに相当すると会長が認めた課程

を修了して卒業した者 

(２) 高等学校以上を卒業した者で、排水設備工事又は排水設備工事以外の下水道工事あるいは水道

工事（以下「排水設備工事等」という。）の設計又は施工に関し、第７条に規定する試験の受験申

し込みを行った日（以下「受験申込日」という。）において１年以上の実務の経験を有する者 

(３) 排水設備工事等の設計又は施工に関し、受験申込日において２年以上の実務の経験を有する者 

(４) 前各号に掲げる者に準ずるものとして、会長が認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、試験を受験することはできない。 

(１) 成年被後見人、非保佐人、被補助人又は破産者で復権していない者 

(２) 第17条の規定により責任技術者としての業務の禁止処分を受け、受験申込日において２年を経

過しない者 

(３) 前各号に掲げる者のほか、会長が受験を不適当と認める者 

 

 

（試験の受験申し込み） 

第７条 試験を受験しようとする者は、会長が定める期間内に、市町村等に備え付けの排水設備工事責

任技術者試験受験申込書（別記様式第１号。以下「受験申込書」という。）を、所属しようとする指

定工事店の営業所所在地市町村等（以下「指定市町村等」という。）に提出しなければならない。 

２ 市町村等は、受験申込書の提出を受けた場合は、第６条に規定する受験資格及び第27条に定める手

数料についての振替振込受付証明(会長が別に定める振替払込用紙による）の添付を確認のうえ、当

該受験申込書等を取りまとめて、会長が定める期間内までに、会長に送付するものとする。 

３ 指定市町村等は、受験申込書を受け付けした場合は、直ちに、試験の受験申込者に受験票（別記様

式第２号）を交付するものとする。 
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（試験の実施） 

第８条 会長は、試験の実施に必要な事項は、別に定め、協会事務局前に告示し、各市町村において周

知する。 

 

 

（合格の通知） 

第９条 会長は、試験の合格者（以下「合格者」という。）に対して合格の通知をするとともに、合格者

名簿（別記様式第４号）を作成して市町村等に通知するものとする。 

 

 

（試験の合格の取消し） 

第10条 会長は、合格者が次の各号の一に該当するときは、試験の合格を取消すことができる。 

(１) 試験の受験資格がないことが判明したとき。 

(２) 不正行為等により試験に合格したことが判明したとき。 

(３) その他責任技術者としての適格性に欠けると判断されるとき。 

２ 会長は、合格者のうち前項の規定により試験の合格を取消した場合は、その旨を当該合格者に通知

する。 

３ 会長は、試験の合格を取消した場合は、その都度、その旨を市町村等に通知するものとする。 

 

 

第３章 責任技術者の登録 
 

（登   録） 

第11条 合格者のうち責任技術者の登録を受けようとする者は、試験の受験申込を行った市町村等を経

由し、会長の定める日までに、次の各号に掲げる書類を添えて責任技術者登録申請書（別記様式第5

号）を会長に提出しなければならない。 

(１) 写真１枚 

(２) 住民票の写し又は外国人登録証明書 

(３) 卒業を証明する書類（受験資格を学歴要件により受験した者） 

(４) 手数料の振替払込受付証明書 

２ 前項の申請を受けた市町村等は、書類を審査のうえ登録者名簿を作成し、会長に送付するものとす

る。 

３ 合格者が、第１項の期日までに申請をしないときは、登録する資格を失うものとする。 

 

 

（登録の有効期間） 

第12条 登録の有効期間は、５年とする。ただし、既に登録されている者との登録更新の時期を調整す

る必要がある場合は、５年以内とすることができる。 
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（責任技術者証） 

第13条 会長は、責任技術者の登録を行ったときは、その者に対し責任技術者証（別記様式第6号）を交

付する。 

２ 前項の交付については、会長が、責任技術者証及び登録者名簿の副本を市町村等に送付し、市町村

等が、当該責任技術者に送付する方法により行うものとする。 

３ 責任技術者は、排水設備の工事に関する業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市町

村等の長の要求があったときは、責任技術者証を提示しなければならない。 

４ 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

５ 責任技術者は、責任技術者証を汚損し、又は紛失したときは、直ちに、市町村等を経由して会長に

申請し、再交付を受けなければならない。この場合において、責任技術者の再交付を受けようとする

者は、責任技術者証再交付申請書（別記様式第7号）に次の各号に掲げる書類を添えて、会長に提出

しなければならない。 

(１) 責任技術者証（汚損した場合） 

(２) 写真１枚 

６ 責任技術者は、第16条の規定により登録を抹消され、又は第17条の規定により業務の禁止若しくは

停止を受けたときは、遅滞なく、責任技術者証を市町村等を経由して会長に返納し、又は提出しなけ

ればならない。 

 

 

（兼職禁止） 

第14条 責任技術者は、所属する指定工事店の責任技術者とそれ以外の指定工事店の責任技術者とを兼

ねることができない。 

 

 

（変更の届け出） 

第15条 責任技術者は、氏名、居住地に係る届け出の内容に変更があったときは、直ちに、責任技術者

届出事項変更届（別記様式第８号）を指定市町村等を経由して会長に提出しなければならない。 

 

 

（登録の抹消） 

第16条 会長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を抹消するものとする。 

(１) 第10条第１項の規定により試験の合格の取消しがあったとき。 

(２) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。 

(３) 第19条の規定による更新手続きをしなかったとき。 

(４) 登録の辞退届出があったとき。 

(５) 死亡したとき。 

第16条の２ 会長は、責任技術者が第15条の規定による届け出をしなかったときは、相当期間この事実

を協会事務局前に告示し、なお届け出が無かった場合は登録を抹消することができる。 
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（業務禁止又は停止） 

第17条 会長は、責任技術者が次の各号の一に該当する時は、その業務を禁止し、又は一定期間を定め

て業務の停止をすることができる。 

(１) この細則に違反したとき。 

(２) 市町村等が定める条例・規則に違反したとき。 

２ 前項第２号の規定に該当する場合にあっては、当該市町村等の長の処分をもって前項の規定による

処分とみなすものとする。 

 

 

（市町村等の通知義務） 

第18条 市町村等は、前２条の事実があったとき、又は判明したときは、直ちに、会長に通知するもの

とする。 

２ 会長は、前項の通知に基づき、必要に応じ、市町村等に周知するものとする。 

 

 

第４章 責任技術者の登録更新 

 
（登録更新） 

第19条 責任技術者は、登録期間満了後、引き続き登録を受けようとするときは、第22条に規定する登

録の更新方法に基づいて、あらかじめ、登録の更新（以下「登録更新」という。）を受けなければな

らない。 

２ 登録更新を受けようとする責任技術者は、あらかじめ、更新講習会を受講しなければならない。 

 

 

（更新講習会） 

第20条 更新講習会は、次の各号に掲げる科目について行うものとする。 

(１) 下水道の一般的知識に関すること。 

(２) 排水設備の法律的知識に関すること。 

(３) 排水設備の最新の技術的（設計、施工及び維持管理）知識に関すること。 

(４) 排水設備の新設、増設、改築及び撤去工事に係る事務手続き等に関すること。 

２ 更新講習会は、更新講習会の受講者の利便等を考慮して、山形県内を適切に分割し、当該分割に応

じた更新講習会の会場を設けて行うものとする。 

 

 

（更新講習会及び登録更新の実施） 

第21条 会長は、登録期間を満了する者を対象として、毎年、更新講習会を実施するものとする。 

２ 更新講習会及び登録更新の実施に必要な事項は、会長が別に定め、登録期間が満了するおおむね３

か月前に協会事務局前に告示し、各市町村において周知する。 
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（更新講習会の受講申込及び登録更新方法） 

第22条 更新講習会を受講し、登録の更新をしようとする責任技術者は、会長が定める期間内に、市町

村等に備え付けの排水設備工事責任技術者更新講習会受講申込書・登録更新申請書（別記様式第９号。

以下「更新申込書」という。）を、指定市町村等に提出しなければならない。 

２ 病気による入院等の特別の理由により更新講習会を受講することができない責任技術者は、受講で

きない理由を証する書類等を添えて、事前に、指定市町村等に登録更新講習欠席届（別記様式第11号）

により届け出なければならない。ただし、緊急、かつ、止むを得ない理由による場合は、事後におい

て、直ちに届け出なければならない。 

３ 指定市町村等は、前項の届出を受理した場合は、更新講習会を受講できない責任技術者に対し、当

該市町村等ごとに、別途に更新講習会に相当する講習を行うなどの救済措置を施すものとする。 

４ 市町村等は、更新申込書の提出を受けた場合は、第27条に定める手数料についての振替払込受付証

明（会長が別に定める振替払込用紙による）の添付を確認のうえ、当該更新申込書を取りまとめて、

会長が定める期間内までに、会長に送付するものとする。 

５ 指定市町村等は、更新申込書を受け付けした場合、直ちに、更新講習会の更新申込者に受講票（別

記様式第10号）を送付するものとする。 

 

 

（更新講習会の実施） 

第23条 会長は、更新講習会の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

 

（修了者名簿の作成） 

第24条 削除 

 

 

（登録の方法） 

第25条 会長は、更新講習会の受講終了者には、責任技術者証を作成し、交付するものとする。 

２ 登録更新による登録期間は、５年とする。 

 

 

第５章 雑   則 
 

（受験講習会の実施） 

第26条 会長は、必要に応じ、試験の受験を希望する者を対象に、更新講習会実施の規定に準じて、講

習会を開催することができるものとする。 

 

 

（手数料） 

第27条 会長は、次の各号の一に該当する者につき、別表に定める手数料を徴収する。 

(１) 試験及び受験講習会を受けようとする者 

(２) 試験を受けようとする者 
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(３) 責任技術者の登録を受けようとする者 

(４) 責任技術者の登録更新講習会を受け、責任技術者の登録の更新を受けようとする者 

(５) 責任技術者証の再交付を受けようとする者 

２ 手数料は、会長が別に定める振替払込用紙にて指定口座に払込むものとし、各指定市町村等は各関

係書類への振替払込受付証明書の添付によりこれを確認するものとする。 

３ 一度払込まれた手数料は、第１項各号に必要な書類の受付後は、いかなる理由があっても返却しな

い。 

 

 

（その他） 

第28条 この細則に定めのない事項については、必要の都度、会長が別に定めるものとする。 

 

 

 

 

附   則 

（施行期日） 

１ この細則は、平成３年４月11日から施行し、平成３年10月１日から適用する。 

 

 

 

（経過措置） 

２ この細則施行の際、現に市町村等において、排水設備工事に関し、設計及び施工監理等の業務を担

当する者として登録されている者は、この細則により登録された責任技術者とみなし、登録するもの

とする。 

３ 前項の規定により、この細則に基づく責任技術者とみなされた者（以下「既登録者」という。）に係

る登録機関の効力については、次の表に定めるところによる。ただし、市町村等が交付した登録証の

有効期限については、平成４年１月31日（以下「切り替え日」という。）とする。 

 

市町村等の登録有効期限 統一制度における有効期限 

(１) 平成４年３月31日までのもの 平成４年１月31日 

(２) 平成５年３月31日までのもの 平成５年１月31日 

(３) 平成６年３月31日までのもの 平成６年１月31日 

(４) 平成７年３月31日までのもの 平成７年１月31日 

(５) 平成８年３月31日までのもの 平成８年１月31日 

(６) 無期限のもの 平成６年１月31日 

 

４ 既登録者は、切り替え日までに、第25条の規定に基づく登録更新の方法により、登録の切り替えを

行わなければならない。 

５ 第３項の表の第２号に該当する者については、前項の登録の切り替えの際に、次回の登録更新をあ

わせて行うものとする 
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附   則（平成４年３月改正） 

この細則は、平成４年４月１日から施行する。 

附   則（平成５年３月改正） 

この細則は、平成５年４月１日から施行する。 

附   則（平成９年10月改正） 

この細則は、平成10年４月１日から施行する。 

附   則（平成12年３月改正） 

この細則は、平成12年４月１日から施行する。 

附   則（平成12年９月改正） 

この細則は、平成12年10月１日から施行する。 

附   則（平成14年11月改正） 

この細則は、平成15年４月１日から施行する。 

附   則（平成16年８月改正） 

この細則は、平成16年９月１日から施行する。 

附   則（平成19年８月改正） 

この細則は、平成19年９月１日から施行する。 

附   則（平成23年４月改正） 

（施行期日） 

この細則は、平成23年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この細則施行の際，既に責任技術者として支部に登録されている者は，その資格の有効期限内にこ

の細則に基づき実施される更新講習，または同等の内容の臨時に行われる切替講習を受講した場合，

この細則に登録された責任技術者とみなすものとする。 

 

 

 

（別 表） 

区        分 手  数  料 金  額 

(１) 受験講習会と試験を受けようとする者 試験・受験講習会手数料 5,000円 

(２) 試験を受けようとする者 試験手数料 3,000円 

(３) 責任技術者の登録を受けようとする者 責任技術者登録手数料 3,000円 

(４) 責任技術者の更新講習会を受け、責任技術者

の登録の更新を受けようとする者 

責任技術者登録更新・更新講

習手数料 
5,000円 

(５) 責任技術者証の再交付を受けようとする者 責任技術者証再交付手数料 2,000円 

 


